
 

1 

 

  平成 29年 8年 29日 
議会のあり方調査特別委員会 

                              企画調整部会 
                              資料２－１    

 

 

「伊勢市議会基本条例（案）」における 

パブリック・コメントの結果概要について 

 

１ パブリック・コメント実施の概要 

（１）意見募集した案件 

   伊勢市議会基本条例（案） 

（２）意見募集方法 

   伊勢市公報、伊勢市ホームページ、広報いせ、 

伊勢市行政チャンネル（文字放送） 

（３）条例（骨子）（案）の閲覧場所（19箇所） 

   ・伊勢市役所本館東庁舎１階（介護保険課前） 

・総務部総務課 

    ・総合支所生活福祉課（二見・小俣・御薗） 

・支所（神社・大湊・宮本・浜郷・豊浜・北浜・城田・四郷・沼木） 

・伊勢市立伊勢図書館 

・伊勢市立小俣図書館 

    ・伊勢市生涯学習センター（いせトピア） 

    ・伊勢市二見生涯学習センター 

    ・いせ市民活動センター 

（４）意見提出の対象者 

   伊勢市内に在住または通勤・通学している人および利害関係者 

（５）意見募集の期間 

   平成 29年 7月 14日（金）から平成 29年 8月 14日（月） 

 

２ 意見募集の結果（平成 29年 8月 14日現在） 

  意見数    2人（28件） 

  【内訳】提出方法別 

・Ｅメール    1人（14件） 

・ファックス    0人（ 0件） 

・窓口提出    1人（14件） 

・意見箱     0人（ 0件） 
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３ 意見内容及び市議会の考え 

№ 寄せられたご意見 市議会の考え 

1 

①  

 

 

 

 

 

 

・目次をつけるべきです。 

＜例＞ 

第１章 総則（第１条・２条） 

第２章 議会及び議員の活動原則（第３

条－６条） 

・ 

・ 

 ・ 

ご指摘のとおり、目次を追加します。 

前文 

第１章 総則（第１条） 

第２章 議会及び議員の活動原則（第２条

－第７条） 

第３章 市民と議会の関係（第８条・第９

条） 

第４章 議員の定数及び報酬（第 10 条・

第 11条） 

第５章 議会と市長等との関係（第 12条） 

第６章 議会の運営（第 13条－第 16条） 

第７章 政務活動（第 17条） 

第８章 議会の体制整備（第 18条－第 20

条） 

第９章 議員の倫理（第 21条） 

第 10章 議会事務局等の充実（第 22条・

第 23条） 

第 11章 補則（第 24条・第 25条） 

附則 

 

１ 

②  

 

 

・二元代表制の所についてもう少し詳しく

明記したら？ 

＜例＞ 

伊勢市議会は、伊勢市民から選挙で選ば

れた議員により構成された合議制の機関で

あり、二元代表制のもと、同じく市民から

選ばれた伊勢市長と、それぞれの特性を活

かしながら、市民の負託に答える責務を負

っている。 

 

前文に詳しく明記の予定はありませんが、

二元代表制の特性は、当該パブリックコメン

トでお示しした「伊勢市議会基本条例(案)逐

条解説」の中の用語解説で明記しておりま

す。 

１ 

③  

・（目的）のところについて 

＜例＞ 

第１章 総則（目的）・（基本理念）とし、 

（基本理念）もつけるべし・・・ 

（基本理念）議会責任を強く認識し、真

の地方自治の実現を目指すものとする。

を追加しては・・・ 

 

市議会のあるべき姿は、前文の中で明らか

にしております。 
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№ 寄せられたご意見 市議会の考え 

１ 

④  

 

 

 

（議員活動原則） 

第３条・２についての追加文言として 

・議会活動について市民に対して説明す

るよう努めること。 

第３条・４の追加として  

・議会活動を最優先するよう努めること。 

 

第３条第２項の「市民の代表としてふさわ

しい活動」の中には、市民への説明責任を果

すことはもちろんのこと、常に大きな視点に

立って市民全体の利益を最優先に考えて行

動し、議会活動をするよう努めることも含ま

れております。 

１ 

⑤  

（会派） 

第７条・3の追加として 

・会派は必要に応じて会派間で調整を行

い合意形成に努めるものとする。 

 

円滑な議会活動を行うため会派を結成す

ることができるとしています。 

ご指摘の内容については、今後の課題と考

えます。 

 

１

⑥ 

 

（委員会） 

第 16条・委員会は、のところについて 

・議会における法第 109 条に規定する委

員会は、を頭につけるべし。 

 

ご指摘の趣旨を踏まえて、ご提案の原文で

はございませんが、第 16 条第 1 項について

は、委員会を「常任委員会及び特別委員会」

に置き換えて、第 16 条第 2 項については、

委員会を「常任委員会」に置き換えて、具体

的な委員会名を明記します。 

 

１

⑦ 

 

（議会事務局） 

第 22 条・議長は、・・・のところについ

て 

・議会は、議会及び議員の政策の形成及

び立案を補助する組織として・・・に変

更しては・・・ 

＜議長でなく、議会は・・・ではないで

しょうか？＞ 

 

ご指摘の趣旨を踏まえて、「議会」に変更

します。 

 

１

⑧ 

 

第 22条・２の追加として 

・議会事務局の職員は、常に議会の活性

化、充実及び発展を心がけ、職務に専念

するものとする。 

 

 ご指摘の趣旨を意識しながら、議会事務局

職員は、日々職務に専念しています。 

１

⑨ 

（他の条例との関係）・（見直し手続）につ

いて 

・（最高規範性）について追加をしてはど

うか？ 

第 24条 この条例は、議会運営における

最高規範である、の追加。 

 

本条例案の位置づけについては、最高規範

的位置づけになりますが、他の条例と並立す

るものとして、整合性を図りながら運用する

ものです。 
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№ 寄せられたご意見 市議会の考え 

１

⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（見直し手続）について 

第 25条について 

・常に検証し、のところ 

＜具体的にすべきです＞ たとえば・・・ 

・年１回特別委員会において検証す

る・・・ 

・議会は、一般選挙を経た任期開始前に、

検証する・・・ 

＜具体的な期日を明記したらどうか＞ 

 

議会として、議会基本条例の制定後も条例

の目的等が常に達成されているかどうかを

検証し、その検証結果に基づき、必要に応じ

て条例の改正を含む適切な措置を講じるこ

とについて規定していますが、そのための具

体的な検証は、議会のあり方調査特別委員会

で常に行ってまいります。 

１ 

⑪ 

追加の条文提案として・・・ 

（閉会中の文章による質問） 

・議会は閉会中に特に緊急を要する事案

が発生した場合、議長と協議の上、市長に

対し文章で質問を行い、文章による回答を

求めることができる。 

前項の文章による質問及び回答は、市民

に公表するものとする。 

 

地方自治法上で定められた調査権を補完

するものであると考えますが、現在、制度運

用には至っておらず、今後検討してまいりま

す。 

１ 

⑫ 

（議長の責務と役割） 

第５条について 

・補足し下記の条文提案として・・・ 

（議長及び副議長） 

・議長は、議会全体の代表者として、中

立性及び公平性を確保して職務を行なわな

ければならない。 

・議長は、議場の秩序を保持し、議事の

整理に努め、議会の事務をつかさどる。 

・副議長は、議長を補佐し、議長に事故

があるとき又は議長が欠けたときは、前２

項の規定に基づき議長の職務を行うものと

する。 

 

議長には各種の権限が与えられているこ

とから、その職務執行に当たっては、中立か

つ公正さが特に要請されるため、第５条を設

けています。 

ご指摘の点については、議長及び副議長の

職務遂行上の基本原則であり、地方自治法第

104 条及び第 106 条第 1 項に定められていま

す。 

 

１ 

⑬ 

（市民参加及び市民との連携） 

第８条について 

・議会報告会等の文言について 

単独の条文としたらどうか？ 

＜案＞ 

（議会報告会） 

・第８条 議会は、市政全般に関する課題

について市民と意見交換できる場として議

会報告会を開催するものとする。 

＜開催すると名言すべきです＞ 

 

ご指摘の点については、本年は多様な団体

との意見交換会を開催しており、大学生をは

じめとする若い世代へのアプローチも実施

しております。 

議会報告会については、広報広聴機能の１

つとして、引き続き検討してまいります。 
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№ 寄せられたご意見 市議会の考え 

１ 

⑭ 

 

 条例（案）の中に、「別に定める」とか「別

に条例で定める」とかありますが、具体的

にどうなっているのか、中身が分からない。 

＜意見の出しようがありません＞ 

 

ご指摘の点については、当該パブリックコ

メントでお示しした「伊勢市議会基本条例

(案)逐条解説」の中の用語解説で明記してお

ります。 

２ 

① 

 

 

 

この議会基本条例案は、議会活動の原則

を定めたとあるが、以下の項目について明

記がされていないことを残念に思ってい

る。 

1.議事録や会議録などの議会活動の記録に

ついて、作成と管理についての明記がない。 

2.会議の非公開の可否及び、非公開にでき

る条件の明記がない。 

3.議長の任期について、明記がない。 

4.その他の役職者について 

5.委員会の長について、明記がない。 

6.委員会の活動について、議長または議会

に対して報告の明記がない。 

ご意見として承ります。 

２ 

② 

 

 

第 2条 議会の活動原則 

（5） その他役職者を選出するときは、そ

れぞれの役職に対して、その選出の過程を

市民に明らかにすること 

各常任委員会、議会運営委員会及び特別委

員会の委員長及び副委員長については、各委

員会で互選しており、選出方法については、

伊勢市議会委員会条例第8条第2項で明記し

ております。 

監査委員については、地方自治法第 196条

第１項により、地方公共団体の長が議会の同

意を得て、議員のうちから委員を選任するこ

とが定められています。本市議会は、伊勢市

議会会議規則第 163条第２項に規定する協議

及び調整の場である全員協議会で協議し、本

会議で決定しています。 

 

２

③ 

 

 

（6） 役職者の任期を、市民に対して明ら

かにすること。 

 

議長及び副議長の任期は、地方自治法第

103条第２項で、議員の任期とされています。 

監査委員の任期は、地方自治法第 197条で

議員から選出される議員とされており、議員

の任期とされています。 

委員長及び副委員長の任期は、伊勢市議会

委員会条例第８条第３項で委員の任期とさ

れており、第４条第１項で１年とされていま

す。 

なお、伊勢市議会では、議長及び副議長並
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№ 寄せられたご意見 市議会の考え 

びに監査委員の任期については、慣例で１年

とする運用にしていることから、今後検討し

てまいります。 

 

２

④ 

 

（7） 上記の活動について、議事録等の記

録を作成し、市民に明らかにすること。 

 

現在、すでにある役職についての選出方法

を、明記する必要があると考える。 

そのために、（5）として議長や副議長以外

の役職者や委員会の会長・副会長の選出に

ついて、明記して欲しい。 

（6）役職者の任期について、明らかにして

欲しい。 

（7）現在行われている議事録作成や会議録

作成について、明記する必要があると考え

る。 

 議事録や会議録は、議会活動の記録とし

て最重要なものだと考える。 

議事録は、未来の伊勢市民にとって歴史資

料であり、現在の伊勢市民にとっては重要

な合意形成過程の証であり、議員及び議会

事務局の労働の証である。 

そのことについて、全く明記されていない

ことを残念に思う。 

 

ご指摘の件につきましては、「議会の活動

原則」に追加の明記の予定はありませんが、

(5)その他役職者の選出、及び(6)役職者の任

期については、№２②及び③のとおりです。 

また、(7) 会議録の作成につきましては、

伊勢市議会会議規則第 84 条で明記されてお

ります。 

なお、会議録につきましては、伊勢市議会

ホームページでご確認いただけます。 

 

２ 

⑤ 

 

 

第 2条だけ、各項目に（）をつけているが、

なぜか？ 

書式の統一を図るために、（）は外したほ

うが良いのではないか？ 

 

法制執務上の整理のため()書きは、条、項、

号の号を表します。 

条項中に号を列記する必要のある場合に

使われ、この条例では、第２条のみ号が使わ

れております。 

 

 

 

２ 

⑥  

 

第 5条 議長の責務と役割 

2 議長の任期は、2年とする。 

 

三重県議会や東京都議会など他の自治体議

会では、議長の任期を 2年としている。 

なぜ議長及びその他役職者の任期を明記し

ていないのか？ 

ご指摘の点につきましては、№２③のとお

りです。 
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№ 寄せられたご意見 市議会の考え 

議長を複数年務めることで、諸課題に対し

て継続性を持たせることができる。 

また、行政との交渉において、一年ごとに

議長が変わることは、市長と互角に議論を

することができないと考える。 

以上のことから、議長の任期を 2年として

確定させて、明記するべきだと考える。 

 

２ 

⑦  

 

 

 

 

 

 

第 8条 市民参加及び市民との連携 

5 会議を例外的に非公開とするときは、非

公開にする趣旨を述べた上で、会議出席議

員の全会一致をもって、例外的に秘密会に

できるものとする。 

6 会議を秘密会としたときは、秘密会にし

た趣旨を、記録に残さなければならない。 

 

当市議会では、本会議及び委員会並びに伊

勢市議会会議規則第 163条第２項に規定する

協議及び調整の場である全員協議会及び各

常任委員協議会の全ての会議を地方自治法

第 115 条第 1 項ただし書に規定する場合（秘

密会）等を除き、公開しております。 

また、秘密会とした場合は、その趣旨につ

いて記録に残しています。 

 

 

２ 

⑧  

 

2として、議会の会議を、原則として公開

すると明記しているが、例外として非公開

になる場合の明記がない。 

現在、議員運営委員会は、委員長が宣言を

すると、秘密会になる。 

また会派代表者会議は、秘密会として運営

されている。 

現実に秘密会があるのだから、それについ

て明記するべきだと考える。 

 

非公開になる場合については、№２⑦のと

おりです。 

委員会においても、個人のプライバシーを

保護する観点等から、委員長又は委員の発議

により、出席委員の過半数の賛成で秘密会と

することができます。 

なお、各派代表者会議は、伊勢市議会会議

規則第 163条第２項に規定する協議及び調整

の場ではない非公式の会議のため、公開して

いません。 

 

２ 

⑨  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16条 委員会 

3 委員会は、会長または副会長を選出する

ことができるものとする。 

4 委員会は、調査事項を、適宜、議会に報

告するものとする。 

 

現在、各委員会や各分科会では、会長及び

副会長を選出している。 

この議会基本条例案には、それについて明

記がない。 

会長または副会長の選出について明記され

たい。 

委員会は、議会の下部組織であると認識し

ご指摘の点につきましては、№２②のとお

りです。 
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№ 寄せられたご意見 市議会の考え 

 

 

ている。下部組織で確認された事項や決定

された事項について、上位組織に対して報

告することは基本だと考える。 

しかし、この議会基本条例には、調査事項

に対する報告についての明記がないので、

明記されたい。 

 

２ 

⑩  

 

第 18条 議員研修 

2 議会の下で行われた研修は、議会に報告

するものとする。 

 

議会の下で行う議員研修は、公費で行われ

ているはず。 

だとするならば、当然、報告の義務を負わ

なければならないと考える。 

 

委員会視察及び政務活動費による会派視

察の内容につきましては、議会内での情報共

有を図るため、視察申出書及び報告書の写し

を各会派に配付することとしております。 

 また、委員会視察及び議長が主催する全議

員対象の議員研修の概要につきましては、い

せ市議会だより及び市議会ホームページで

報告しています。 

 

 

２ 

⑪  

 

第 20条 広報広聴機能の充実 

4 広報広聴に係る特別委員会については、

別に定める。 

の項目について削除を要求する。 

 

逐条解説では、 

広報広聴に係る特別委員会については、議

会の議決を経て、 

「伊勢市議会のあり方調査特別委員会企画

調整部会及び分科会の設置に関する要綱」

で定めています。 

なお、現在は、議会のあり方調査特別委員

会の広報検討分科会及び広聴検討分科会が 

 この役割を担っています。 

としているが、現在、広聴検討分科会で議

論されているのは、議会報告会の開催では

なく、議員の支持者を中心とした意見交換

会である。 

また、広報検討分科会で議論されているの

は、市民に対する広報の方法ではなく、議

会での ICTの利用方法である。 

これらの分科会は、議員が思う議会のあり

ご意見として承ります。 

なお、広報広聴機能の充実につきまして

は、議会のあり方調査特別委員会の広報検討

分科会及び広聴検討分科会で検討してまい

ります。 
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方に対するものであって、市民が求める広

報や広聴ではない。 

基本条例にふさわしいとは思えないので、

削除を要求し、広報広聴特別委員会の設置

を求める。 

 

２ 

⑫  

 

第 22条 議会事務局 

2 議会事務局は、議会活動の記録に、努め

なければならない。 

 

議会事務局は、現在、議事録及び会議録の

作成と公開を、業務の一つとして行なって

いる。 

現在行われている業務について、明記をす

るべきだと考える。 

 

議会事務局は、庶務事務、議事事務、調査

事務等の一連の業務を処理しています。第 22

条は、これらの業務を行う議会事務局の機能

の強化を図ることを定めており、ご指摘の点

の業務も含まれているものと考えます。 

２ 

⑬  

 

 

第 23条 議会図書室 

2 議会活動の記録を、収めることとする。 

 

議会活動の記録を収めることが、本来の議

会図書館の役割だと考える。 

そのことについて、明記を要求する。 

最後に、議会図書館の管理及び運営につい

て、明記を行えば良いと考える。 

ご意見として承ります。 

なお、第23条は、議会図書室の設置目的を

定めており、管理及び運営については、「伊

勢市議会図書室規程」で定めています。 

２ 

⑭  

この議会基本条例案には、役職者の交代に

関する規定が明記されていない。 

どこの組織でも、役職者が交代するときは、

引継ぎを行うことを基本にしている。 

以前、伊勢市議会の議会報告会において、

参加者から前議長は、新議長に対してどの

ような引継ぎを行ったのかと問われた時、

引継ぎはしていないとの回答をした。 

引継ぎをしない組織で、どのようにして課

題や伝統を引き継ぐというのか？ 

第 2条の議会の活動原則か、第 5条の議長

の責務と役割において、交代時の引継ぎに

ついて、明記を要求する。 

第 5条の追加事項として、 

ご指摘の点については、従前から議長の引

継ぎにつきましては、書面で行われていま

す。 

なお、任期につきましては、№２③のとお

りです。 
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議長を交代するときは、引き継ぎ書を作成

し、新たな議長に対して、引継ぎを行うも 

のとする。 

もしくは、第 2条の追加事項として、 

役職者が交代するときは、引き継ぎ書を作

成し、新たな役職者に対して引き継ぎを行

うものとする。 

この議会基本条例案には、議会に対する報

告や連絡及び引継ぎといった基本事項につ

いての明記がないが、なぜか？ 

議長を始めとして、役職者に対して任期を

定めていない理由を教えてください。 

条例等検討分科会の会議録には、議長やそ

の他役職者の任期について、審議した形跡

がありません。 

なぜ審議しなかったのか理由を教えてくだ

さい。 

 

 

４ 意見募集結果等による修正  

意見募集の結果を受け、検討を行い、以下の３点について案の修正を行います。 

①目次 

修正前  

 

修正後  

目次 

前文 

第 1章 総則（第１条） 

第 2章 議会及び議員の活動原則（第２条－第７条） 

第 3章 市民と議会の関係（第８条・第９条） 

第 4章 議員の定数及び報酬（第 10条・第 11条） 

第 5章 議会と市長等との関係（第 12条） 

第 6章  議会の運営（第 13条－第 16条） 

第 7章  政務活動（第 17条） 

第 8章  議会の体制整備（第 18条－第 20条） 

第 9章  議員の倫理（第 21条） 

第 10章 議会事務局等の充実（第 22条・第 23条） 

第 11章 補則（第 24条・第 25条） 

附則 

 

※本条項中にも挿入して明記いたします。 
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②第16条 

修正前 （委員会） 

第16条 委員会は、その特性を活かし、専門的及び具体的な議論により、議案等の審

査を行わなければならない。 

２ 委員会は、積極的に継続調査事項を定めるものとする。 

 

修正後 （委員会） 

第16条 常任委員会及び特別委員会は、その特性を活かし、専門的及び具体的な議論に 

より、議案等の審査を行わなければならない。 

２ 常任委員会は、積極的に継続調査事項を定めるものとする。 

③第22条 

修正前 （議会事務局） 

第22条 議長は、議員の政策の形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調 

査及び法務の機能の充実及び強化を図るよう努めるものとする。 

 

修正後 （議会事務局） 

第22条 議会は、議員の政策の形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調 

査及び法務の機能の充実及び強化を図るよう努めるものとする。 

 

 


